
申請・届出の手引

居 宅 療 養 管 理 指 導

介護予防居宅療養管理指導

令和７年４月版

岡山県子ども・福祉部

指導監査課



目 次

「電子申請届出システム」について ……………………………………………………… １

１ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の指定 …………………………… ３

２ 指定（更新）申請等（一般指定）…………………………………………………………… ３

（１）申請先及び提出部数 ………………………………………………………………………… ３

（２）申請から指定までの日数 …………………………………………………………………… ４

（３）提出書類 ……………………………………………………………………………………… ４

３ 変更の届出 ……………………………………………………………………………………… ６

４ 廃止・休止・再開の届出 ……………………………………………………………………… ８

５ みなし指定について …………………………………………………………………………… ９

６ 指定の更新について …………………………………………………………………………… ９

（１）更新申請書類の提出 ………………………………………………………………………… ９

（２）介護予防サービス指定有効期間満了日の特例 ………………………………………… ９

７ その他 ……………………………………………………………………………………………… １０

（１）「介護サービス情報の公表」制度について ……………………………………………… １０

（２）「介護サービス事業者経営情報の報告」について ……………………………………… １０

（３）「業務管理体制」に関する届出について ………………………………………………… １０

（４）生活保護法等による指定介護機関の取扱いについて ………………………………… １３

（５）様式一覧 ……………………………………………………………………………………… １３

（６）特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧 …………………… １４

（７）提出書類等一覧 ………………………………………………………………………… １７

（８）提出先一覧 ……………………………………………………………………………… １８



1



2



１ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の指定

介護保険法に定める指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を実施しようとす

る場合には、岡山県知事に対する指定申請及び体制等の届出が必要となります。

その際、岡山県が定める人員、設備及び運営に関する基準を満たしていることが必要であり指定

を受けてサービスを提供する場合は運営基準に従う必要があります。

なお、健康保険法の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所及び保険薬局は、

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。

みなし指定を不要とする場合は、原則として電子申請届出システムにより届出を行います。や

むを得ない事情で電子申請届出システムが利用できない場合は、県庁子ども・福祉部指導監査

課へ「指定を不要とする旨の申出書（別紙様式第一号（四））を１部提出してください。ただし、

指定を不要とする旨の申出をした後に、再度指定を受けようとする場合には、通常の指定申請が必

要となります。

２ 指定（更新）申請等（一般指定）

○ 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の新規指定を受けようとする場

合は、「指定（許可）申請書（別紙様式第一号（一））」、指定更新の場合は、「指定（許可）更

新申請書（別紙様式第一号（二））に必要な書類を添付して、原則として電子申請届出システ

ムにより申請を行います。やむを得ない事情で電子申請届出システムが利用できない場合は、

事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課事業者（第一）班へ「指定（更新)申請」及

び「体制等届出」を行います。

○ 「指定（更新）申請」を行って指定されるまでの間に、申請書に記載された従業者等に変

更がある場合には、原則として申請を取り下げ、再度申請を行っていただくことになります。

○ 介護サービス事業を初めて行う場合は、｢業務管理体制に関する届出」も必要になります。（参

照P10～P13）

○ 「指定（更新）申請」及び「体制等届出」の事務の流れは次のとおりです。

◇指定申請◇
開始月の前々月末日まで 原則１日から事業開始

事前相談 → 指定申請書等受付 → 審査 → 申請書等受理 → 指定通知

県民局 電子申請（県民局） 本庁 本庁 本庁

◇体制等届出◇
算定月の前月１５日まで 原則１日から算定開始

事前相談 → 体制届出書等受付 → 審査 → 届出書等受理 → 受理通知

県民局 電子申請（県民局） 本庁 本庁 本庁

（１）申請先及び提出部数

原則として電子申請届出システムにより提出。

※やむを得ない事情で電子申請届出システムが利用できない場合は、事業所の所在地を所管する

県民局へ１部提出してください。みなし指定事業所の体制届等の届出については、県庁子ども・

福祉部指導監査課へ１部提出してください。
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（２）申請から指定までの日数

◇指定申請◇

申請を行ってから、概ね１ヶ月の審査期間を要します。

当月末日までに申請した場合は、翌々月１日から事業を開始することができます。

(例)令和7年10月1日指定の場合

R7年7月：事前相談 → R7年8月末日：申請書提出期限 → R7年9月末：指定通知書発送

申請書提出期限の前月には、必ず電話予約の上で事前相談を行ってください。

①相談先 事業所所在地を所管する県民局

②相談者 事業者（管理者同席が望ましい）

コンサルタントや建築・設計業者のみでの相談は受け付けていません。

※申請書の補正等が必要な場合がありますので、遅くとも申請書提出期限の１週間前には申請して

ください。

◇体制等届出◇

届出を行ってから、概ね２週間の審査期間を要します。

当月１５日までに届出をした場合は翌月１日から、１６日以降に届出をした場合は翌々月１日

から算定を開始することができます。

＊申請書類等の審査期間については、事業者の方が書類等の不備を補正している期間は除かれます。

＊新規指定申請の場合は、指定申請書と体制等届出書を同時に届出してください。

新規に指定を受けたいときは、開始予定月の前々月末日までに「指定申請」及び「体制等届出」を

届出すれば、開始予定月の１日から事業及び算定が開始できます。

（３）提出書類

①「指定、更新申請」･･･居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

提出書類 記載上の留意点等

【新規指定の場合】 ◎「申請者」の「名称」欄には、法人の場合は法人の名称を、個人の場

指定（許可）申請書 合は開設者個人の氏名を記載。

（別紙様式第一号（一）） ◎その他の注意事項は、

【指定更新の場合】 【新規指定の場合】⇒「別紙様式第一号（一）」の裏面の備考を参照。

指定（許可）更新申請書 【指定更新の場合】⇒「別紙様式第一号（二）」の欄外の備考を参照。

（別紙様式第一号（二））

居宅療養管理指導・介護 ◎記載事項については、運営規程等と照合すること。

予防居宅療養管理指導事 ◎利用者の推定数の欄は、記入不要。

業所の指定等に係る記載

事項

（付表第一号（五））
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提出書類 記載上の留意点等

申請者（開設者）の登記 ◎法人以外の者が開設する病院・診療所については不要。

事項証明書、条例又は指 ◎申請に係る事業を実施する旨の記載があること。

定管理協定書等 ※電子申請届出システムでは、登記事項証明書（原本）の提出ができな

いため、登記情報提供サービスを利用するか、原本証明をした登記事

項証明書の写しをPDFファイルで添付し原本を事業所で保管してくだ

さい。

○登記情報提供サービス（法務省）

https://www1.touki.or.jp/gateway.html

病院の使用許可証、診療 ◎病院又は診療所の場合に添付。

所の使用許可証又は届出 【参考】添付する使用許可証・届出書

書等の写し 病院 知事の使用許可証の写し

介護保険法施行規則 医師以外の者(法人等) 保健所長の使用許可証の写し

第126条による｢使用 が開設する診療所

許可証等｣の添付 医師の開設する診療所 保健所へ提出した診療所開設届の写し

薬局の開設許可証又は申 ◎薬局の場合に添付。

請書等の写し

資格証等の写し ◎居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を行う従業者の資格

証の写しを添付。

事業所の位置図 ◎住宅地図の写し等を利用し、事業所の所在地が特定できるよう、色塗

り等により明確にする。

事業所の平面図 ◎用途を明示した図面（設備、備品の配置位置を記載）

（標準様式３）

事業所の写真 ◎事業所の外観及び内部の様子が分かる写真（各２方向以上）を添付。

（工事中は不可） ※Ａ４用紙に貼付のこと。

※設備、備品の配置位置が分かる写真も貼付。

運営規程 ◎次の内容について、具体的かつ分かりやすく定める。

（参考様式５） １事業の目的及び運営の方針

２従業者の職種、員数及び職務内容

３営業日及び営業時間(年間の休日も含めて定める)

４指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
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提出書類 記載上の留意点等

運営規定 ※利用料その他の費用の額については、料金表を添付する等、具体

（つづき） 的に定めること。

５虐待の防止のための措置の概要

６その他運営に関する重要事項

利用者からの苦情を処理 ◎公的機関の苦情相談窓口として、少なくとも「岡山県国民健康保険団

するために講ずる措置の 体連合会」、「保険者」（通常の事業の実施地域）は記載すること。

概要（標準様式５）

損害賠償の対応可能なこ ◎「保険証書」又は「加入申込書及び領収証」の写しを提出。

とが分かる書類 ※未加入の場合は、加入申込書及び指定時に加入する旨の確約書を提出。

誓約書 ◎法人名称、代表者職・氏名を記入する。

（標準様式６） ※誓約に係る役員等の範囲は役員及び管理者であること。

◎別紙参照の上、該当のサービスに○を付すこと。

社会保険及び労働保険への 【指定申請の場合のみ】

加入状況に係る確認票（様 ◎社会保険及び労働保険への加入状況について、該当する番号に○を付

式第１号の２）及び加入状 するとともに、加入手続の予定日など必要事項を記入すること。回答

況を証する書類の写し 日は、申請日と同一にすること。

◎社会保険及び労働保険への加入状況を証する書類は、写しに代えて原

本の提示又は事業所整理記号・労働保険番号の記入でも可とする。

※社会保険及び労働保険への加入は指定基準上の要件ではないが、社

会保険は、法人の事業所又は常時５人以上の従業員を使用する全て

の事業主に対して加入義務が課されている。

※この確認票に記入された情報は、厚生労働省において、社会保険・

労働保険の適用促進の目的で使用されるものである。

※書類は原則としてＡ４版とする。

３ 変更の届出 ･･･居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

既に申請、届出している事項に変更を生じた場合、１０日以内に変更の届出が必要です。

なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に県民局の健康福

祉課事業者（第一）班と協議する必要があります。

また、同時に複数の項目の変更を届出する場合には、重複する書類は省略できます。書類の

詳細については、「指定、更新申請」の添付書類を御参照ください。
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変更の届出は、原則として電子申請届出システムにより届出を行います。やむを得ない事情

で電子申請届出システムが利用できない場合は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉

課事業者（第一）班へ１部提出してください。みなし指定を受けている事業所(病院・診療所

・薬局)は、県庁子ども・福祉部指導監査課へ１部提出してください。

※登記事項証明書の添付が必要な届出は、電子申請届出システムでは、登記事項証明書（原本）

の提出ができないため、登記情報提供サービスを利用するか、原本証明をした登記事項証明書

の写しをPDFファイルで添付し原本を事業所で保管してください。

○登記情報提供サービス（法務省）

https://www1.touki.or.jp/gateway.html

変更の届出が必要な事項 提出書類

事業所の名称 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

②付表第一号（五）

③運営規程（参考様式５）

事業所の所在地 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

②付表第一号（五）

③事業所の位置図（住宅地図の写し等）

④事業所の平面図（標準様式３）

⑤運営規程（参考様式５）

⑥病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出書等の写し

※病院又は診療所の場合に添付。

⑦薬局の開設許可証又は届出書等の写し

※薬局の場合に添付。

申請者（開設者）の名称・ ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

主たる事務所の所在地 ②申請者（開設者）の登記事項証明書等

代表者の氏名、住所等 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

②申請者（開設者）の登記事項証明書等

③誓約書（標準様式６）

※住所変更のみの場合は②、③は不要。

事業所の建物の構造、専用 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

区画等 ②事業所の平面図（標準様式３）

③事業所の写真（各２方向以上、Ａ４用紙に貼付のこと）

※設備、備品の配置位置図又は配置位置の分かる写真を添付。

※病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所について

は、使用許可事項の変更許可が必要です。
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変更の届出が必要な事項 提出書類

事業所の管理者の氏名、住 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

所等 ②付表第一号（五）

③資格証等の写し

④誓約書（標準様式６）

⑤就任承諾書（参考様式１１）又は辞令の写し

※住所変更のみの場合は③、④、⑤は不要。

運営規程 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

②変更後の運営規程

③付表第一号（五）

※記載事項に変更がある場合添付。

提供する居宅療養管理指導 ①変更届出書（別紙様式第一号（五））

（介護予防居宅療養管理指 ②変更後の運営規程

導)の種類 ③付表第一号（五）

※書類は原則としてＡ４版とする。

４ 廃止・休止・再開の届出･･居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

事業を廃止又は休止しようとする場合は１月前までに、再開した場合は１０日以内に届出が

必要です。 書類の詳細については、「指定、更新申請」の提出書類を御参照ください。

届出は、原則として電子申請届出システムにより届出を行います。やむを得ない事情で電子

申請届出システムが利用できない場合は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課事業

者（第一）班へ１部提出してください。みなし指定を受けている事業所(病院・診療所・薬局)

は、県庁子ども・福祉部指導監査課へ１部提出してください。

届出が必要な事項 提出書類

廃止又は休止 廃止・休止届出書（別紙様式第一号（七））

再開 ①再開届出書（別紙様式第一号（六））

②付表第一号（五）

③資格証等の写し

⑤事業所の平面図（標準様式３）

⑥事業所の写真

※書類は原則としてＡ４版とする。
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※事業を再開する場合、休止期間・休止状況等によっては、上記以外の書類が必要になる場合も

ありますので、事前に各県民局健康福祉課事業者（第一）班へお問い合わせください。

※みなし指定を受けている事業所（病院・診療所・薬局）は、県庁子ども・福祉部指導監査課へ

お問い合わせください。

５ みなし指定について

病院、診療所、薬局が健康保険法の規定による保険医療機関等の指定を新たに受けたときに、

介護保険法第７１条第１項の規定により、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の

指定があったものとみなされるため、指定申請は不要です。

みなし指定を不要とする場合は、原則として電子申請届出システムにより届出を行います。

やむを得ない事情で電子申請届出システムが利用できない場合は、県庁子ども・福祉部指導監

査課へ「指定を不要とする旨の申出書（別紙様式第一号（四））」を１部提出してください。

ただし、指定を不要とする旨の申出をした後に、再度指定を受けようとする場合には、通常

の指定申請の手続が必要となります。

６ 指定の更新について

（１）更新申請書類の提出

事業所は、６年ごとに指定の更新を受ける必要があります。(みなし指定を受けた事業所を

除く。)

指定更新申請は、新規申請と同じく、指定日から６年を経過する更新の日の前々月末日まで

に、指定更新申請書に必要な書類を添付して、原則として電子申請届出システムにより申請を

行います。やむを得ない事情で電子申請届出システムが利用できない場合は、事業所の所在地

を所管する県民局健康福祉課事業者（第一）班へ１部提出してください。

指定更新申請に必要な書類の詳細は、指定申請時に添付する書類を参照してください。

なお、１７ページの（７）提出書類等一覧の指定更新申請の欄に、△で表示されている書類

については、既に指定（更新）申請、変更届出等に添付して提出しているものと変更がない場

合には省略できます。

添付書類を省略する場合には、指定更新申請時に、「指定更新申請に係る書類等省略に関す

る申告書」を提出してください。

（２）介護予防サービス指定有効期間満了日の特例

同一の事業所において、居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導を一体的に実施して

いる場合には、事業者の希望により、介護予防居宅療養管理指導の指定有効期間満了日を居宅

療養管理指導の指定有効期間満了日と同一日に変更することが可能です。手続は次のとおり

です。

①当該手続は、居宅療養管理指導の指定更新申請と同時に行うこと。

②介護予防居宅療養管理指導を居宅療養管理指導の指定有効期間満了日で廃止する旨の届出

(別紙様式第一号（七）)を行うこと。

③提出書類
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・居宅療養管理指導に係る指定更新申請書類一式

・介護予防居宅療養管理指導に係る指定（許可）申請書（別紙様式第一号（一））

・介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(標準様式６)

・介護給付費算定に係る体制等に係る届出書（別紙２）

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－２）

・その他（居宅療養管理指導に係る更新申請書類と重複しない書類）

例：居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導の運営規程を別々に定めている場合

の介護予防居宅療養管理指導運営規程

上記の手続により、介護予防居宅療養管理指導は、廃止及び新規指定となりますが、居宅療

養管理指導と介護予防居宅療養管理指導の更新時期を合わせることを目的に行う事務処理であ

るため、事業所番号の変更は行われません。

７ その他

（１）「介護サービス情報の公表」制度について

介護サービス事業者は、介護保険法第１１５条の３５の規定により、サービスの提供を開始

しようとするときに、その提供する介護サービスに係る情報の公表が義務付けられています。

公表に係る詳細については、岡山県子ども・福祉部指導監査課ホームページをご覧ください。

(https://www.pref.okayama.jp/page/571279.html）

（２）「介護サービス事業者経営情報の報告」について

介護サービス事業者は、介護保険法第１１５条の４４の２規定により、介護サービス事業者

経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付け

られています。

報告に係る詳細については、岡山県子ども・福祉部指導監査課ホームページをご覧ください。

(https://www.pref.okayama.jp/page/934633.html）1

（３）「業務管理体制」に関する届出について（一般指定の事業所のみ）

介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の

適正化を図るため、全ての事業者に対して、指定（許可）を受けている事業所又は施設(以下

「事業所等」という。)の数に応じて、「法令遵守等の業務管理体制｣の整備が義務付けられて

います。

つきましては、「新たに事業所等の指定（許可）を受けた場合」又は「業務管理体制届出後、

届出先や届出事項等に変更が生じた場合」は、下記に従い、必要な届出を行ってください。

◎「みなし事業所」及び「総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所」については、

対象の事業所等の数に含まれませんので、届出の必要はありません。

１）新たに事業所等の指定（許可）を受けた場合（一般指定）

[１]当該申請者（法人等）が、事業者として初めて事業所等の指定（許可）を受けた場合

（＝これまでに、「業務管理体制に関する届出」を提出したことがない。）

⇒速やかに以下の体制を整備し、届出を行う。
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【整備すべき業務管理体制と届出内容】

届出書類
対 象 整備すべき業務管理体制

届出様式 添付書類

１ ～ 1 9
[法令遵守責任者]の選任

事 の事業者

業 2 0 ～ 9 9 [法令遵守責任者]の選任

所 の事業者 [法令遵守規程]の整備 法令遵守規程の概要
様式第10号

等 [法令遵守責任者]の選任

の 100以上 [法令遵守規程]の整備 法令遵守規程の概要

数 の事業者 [業務執行状況の監査]の定期 業務執行状況の監査の方法

的実施 の概要

○当該届出は、事業者(＝法人等)ごとに行います。（事業所等ごとではありません。）

○上記「整備すべき業務管理体制・届出書類」は「事業所等の数」によって異なります。

○「事業所等の数」は、事業所番号が同じか否かに関わらず、指定等を受けた「サービスの種類

ごと」に１事業所と数え（＝例えば、同一事業所が居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指

導の両方の指定を受けている場合は「２」とカウント）、休止中の事業所等も含めて数えます。

なお、「みなし事業所」及び「総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所」は除きま

す。「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ

ビリテーション及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護

保険法の指定があったとみなされている事業所です。

【届出先】

届 出 先 区 分 届 出 先

①事業所等が３以上の地方厚生局管轄区域に所 厚生労働大臣
事業所等が 在する事業者

２以上の都道府県 ②上記①以外の事業者で主たる事務所（本社） 主たる事務所の所在
の所在地が岡山県以外の事業者 地の都道府県知事

に所在する事業者
③上記①以外の事業者で主たる事務所（本社） 岡山県知事
の所在地が岡山県の事業者※

①地域密着型サービス（予防含む）のみを行う
事業者で、その全ての事業所等が同一市町村内 所在市町村長

事業所等が に所在する事業者

岡山県のみに所在 ②全ての事業所等が岡山市内のみに所在する事 岡山市長
業者

する事業者

③全ての事業所等が倉敷市内のみに所在する事 倉敷市長
業者

④上記①～③以外の事業者※ 岡山県知事

※届出先が岡山県知事の場合は、

①主たる事務所（本社）の所在地を所管する県民局

②主たる事務所が岡山県外に所在し、岡山県内のみに事業所等が所在
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１）１つの県民局の所管地域のみに事業所等が所在する場合は、所在地を所管する県民局

２）事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合

ア 県民局の所管地域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等の数の多い県民局

イ 県民局の所管地域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所在地

を所管する県民局

[２]当該申請者（法人等）が、事業者として既に事業所等の指定（許可）を受けている場合

（＝これまでに、「業務管理体制に関する届出」を提出したことがある。）

当該事業者における事業所等の数の合計が、

①19以下→20以上になった、又は、99以下→100以上になった場合

（＝整備すべき業務管理体制に変更がある。）⇒速やかに以下の届出を行う。

届 出 書 類
対 象

届出様式 添 付 書 類

事業所等の数が
法令遵守規程の概要

19以下→20以上になった事業者
様式第11号

事業所等の数が
業務執行状況の監査の方法の概要

99以下→100以上になった事業者

②19以下のまま、又は、99以下のまま、又は、100以上のままの場合

（＝整備すべき業務管理体制に変更がない）⇒届出不要。

○事業所等の数が増えたことにより、事業所等の事業展開地域が変わり、「届出先」が変更

（＝市町村から岡山県へ、岡山県から地方厚生局へなど）になった場合は、上記とは別に下記２）

の届出が必要となります。

２）業務管理体制届出後に、届出先や届出事項等に変更が生じた場合

⇒速やかに以下の届出を行う。

対 届出書類
届出が必要となる事由 届 出 先

象 届出様式 添付書類

届 事業所等の事業展開地域が 変更前の

出 変わり、届出先が変更とな 行政機関

先 った場合 様式第10号 と

や 変 （例）市町村⇔岡山県 変更後の

届 更 岡山市⇔岡山県 行政機関

出 が 岡山県⇔厚生労働省 の双方

事 生

項 じ 届出先は変わらないが、届 ※該当する場合のみ

等 た 出事項（法令遵守責任者名、 変更後の「法令遵守規程 届出済み

に 事 事業所の名称等）や整備す 様式第11号 の概要」 行政機関

業 べき業務管理体制に変更が 変更後の「業務執行状況

者 生じた場合 の監査の方法の概要」
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○「法令遵守規程の概要」や「業務執行状況の監査の方法の概要」における字句修正等、業務管理

体制に実質的な影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、上記変更の届出の必要はありません。

◎「業務管理体制に関する届出」に関するホームページ

＜岡 山 県＞ https://www.pref.okayama.jp/page/571300.html

又は岡山県ホームページ＞子ども・福祉部＞指導監査課から検索

＜厚生労働省＞ https:www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/

又は「厚生労働省業務管理体制」と検索

（４）生活保護法等による指定介護機関の取扱いについて

介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び

指定介護予防サービス事業の指定・許可を受けた場合には、生活保護法並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に定

められた指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

岡山市及び倉敷市以外の指定介護保険事業所・施設で、生活保護法等の指定介護機関としての指

定を不要とする場合に限り、次の岡山県子ども・福祉部地域福祉課のホームページをご覧になり、

所定の申出書を地域福祉課生活保護班へ提出してください。

（https://www.pref.okayama.jp/page/388554.html）

（５）様式一覧

各種様式については、指導監査課のホームページからダウンロードが可能です。

岡山県子ども・福祉部指導監査課ホームページ

（https://www.pref.okayama.jp/page/571268.html）

〈指定・更新申請等〉

・指定（許可）・更新申請に係る自己点検表

・指定（許可）申請書（別紙様式第一号（一））

・指定（許可）更新申請書（別紙様式第一号（二））

・居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定等に係る記載事項（付表第一号

（五））

・事業所の平面図（標準様式３）

・運営規程（参考様式５）

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（標準様式５）

・誓約書（標準様式６）

・指定を不要とする旨の申出書（別紙様式第一号（四））

・指定更新申請に係る書類等省略に関する申告書

〈変更の届出〉

・変更届出書（別紙様式第一号（五））

・就任承諾書（参考様式１１）

〈廃止・休止・再開の届出〉

・廃止・休止届出書（別紙様式第一号（七））

・再開届出書（別紙様式第一号（六））
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(6)

（令和7年1月20日現在）

離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

岡山市 犬島 － －

旧御津町
旧建部村
旧上建部村
旧鶴田村

－ あり

玉野市 石島 － － － － あり

備前市
大多府島
鴻島

－ － 全域 全域 あり

瀬戸内市 前島 － － 旧牛窓町 旧牛窓町 －

赤磐市 － － －

旧笹岡村
旧熊山村
旧山方村
旧佐伯北村

旧赤坂町
旧吉井町

あり

和気町 － － －
旧佐伯村
旧和気町

全域 あり

吉備中央町 － － －

旧津賀村
旧円城村
旧新山村
旧江与味村
旧豊野村
旧下竹荘村

全域 あり

倉敷市
松島
六口島

－ － － － －

笠岡市

高島
白石島
北木島
真鍋島
小飛島
大飛島
六島

－ －
旧神島内村
旧北木島村
旧真鍋島村

－ あり

井原市 － － －
旧井原市
旧宇戸村
旧芳井町

全域 あり

総社市 － － －

旧池田村
旧日美村
旧下倉村
旧富山村

－ あり

高梁市 －

川上町地頭
川上町七地
川上町三沢
川上町領家
川上町吉木
川上町臘数
備中町志藤用瀬
備中町布瀬
備中町長屋
備中町布賀

－ 全域 全域 あり

新見市 － －
旧新見市
旧大佐町
旧神郷町

全域 全域 あり

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）
（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

市町村名 特別地域加算対象地域（１５％：注１）

旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）
旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）
旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）
旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品
田）

振興山村
（注２）

旧神根村（今崎・神根本・高田・和意谷）
旧三国村（加賀美・多麻・都留岐・笹目）

－

－

旧熊山村2-2（勢力・千躰・奥吉原）
旧山方村（是里・滝山・黒本・黒沢・中山）
旧佐伯北村（稲蒔・光木・石・八島田・暮田）
旧布都美村2-2（合田・中畑・石上・小鎌・西勢
実・広戸）

旧佐伯村（津瀬・米沢・佐伯・父井原・矢田部・
宇生・田賀・小坂・加三方）
旧日笠村（保曽・日笠上・日笠下・木倉）

旧津賀村（広面・上加茂・下加茂・美原・加茂
市場・高谷・平岡・上野・竹部）
旧円城村（上田東・細田・三納谷・上田西・円
城・案田・高富・神瀬・小森）
旧新山村（尾原・笹目・福沢・溝部）

－

－

旧宇戸村（宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸）

旧下倉村（下倉）
旧富山村（宇山・種井・延原・槁）

旧中井村（西方・津々）
旧玉川村（下切・玉・増原）
旧宇治村（穴田・宇治・遠原・本郷）
旧高倉村（飯部・大瀬八長・田井）
旧上有漢村（上有漢）
旧吹屋町（吹屋・中野・坂本）
旧中村（布寄・羽根・長地・相坂・小泉）
旧大賀村（仁賀・上大竹・下大竹）
旧高山村（高山・高山市・大原）
旧平川村（平川）
旧湯野村（西山・東油野・西油野）

旧豊永村（豊永赤馬・豊永宇山・豊永佐伏）
旧熊谷村（上熊谷・下熊谷）
旧菅生村（菅生）
旧千屋村（千屋・千屋実・千屋井原・千屋花
見）
旧上刑部村（上刑部・大井野）
旧丹治部村（田治部・布瀬）
旧神代村
旧新郷村
旧本郷村
旧万歳村
旧新砥村
旧矢神村
旧野馳村

特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧
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離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

浅口市 － － － 旧寄島町 旧寄島町 －

早島町 － － － － － －

里庄町 － － － － － －

矢掛町 － － － 旧美川村 全域 あり

津山市 － －

旧津山市
旧勝北町
旧加茂町
旧阿波村

旧一宮村
旧高田村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村
旧新野村
旧大井西村

旧加茂町
旧阿波村
旧勝北町
旧久米町

あり

真庭市 － －

旧湯原町
旧美甘村
旧川上村
旧八束村
旧中和村

旧北房町
旧勝山町
旧津田村
旧美川村
旧河内村
旧湯原町
旧久世町
旧美甘村
旧川上村
旧中和村

全域 あり

美作市 － －
旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村

旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村
旧豊田村
旧巨勢村
旧作東町
旧英田町

全域 あり

新庄村 － － 全域 全域 全域 あり

鏡野町 － －
旧奥津町
旧富村
旧上斎原村

全域 全域 あり

勝央町 － － － － － あり

奈義町 － － 全域 旧豊並村 全域 あり

西粟倉村 － － 全域 全域 全域 あり

久米南町 － － －
旧弓削町
旧竜山村

全域 あり

美咲町 －

上口
小山
栃原
中垪和
東垪和
西

－

旧大垪和村
旧旭町
旧吉岡村
旧南和気村

全域 あり

市町村名

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

特別地域加算対象地域（１５％：注１）
「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）

（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

振興山村
（注２）

注４：加算対象地域であるか、地名のみでは判断できない指定地域があります。具体的な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。

注３：辺地については、別表（辺地地域一覧表）により御確認ください。

-

（令和7年1月20日現在）

-

旧上加茂村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村（奥津川・川東・市場・案内・羽賀・大
吉・西村・日本原・大岩）
※旧新野村の日本原は該当しません。

旧富原村（若代・下岩・清谷・曲り・古呂々尾
中・若代畝・高田山上・月田本・岩井谷・岩井
畝・上・野・後谷）
旧津田村（野原・舞高・旦土・吉・田原山上・上
山）
旧湯原町（禾津・釘貫小川・下湯原・田羽根・
都喜足・豊栄・仲間・久見・本庄・見明戸・三世
七原・社・湯原温泉）
旧二川村（粟谷・黒杭・種・小童谷・藤森）
旧美和村（余野上・余野下・樫西・樫東・目木・
三崎・中原・台金屋）
旧美甘村（鉄山・黒田・田口・延風・美甘）
旧中和村（下和・初和・別所・真加子・吉田）

旧梶並村（右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷
下）
旧栗広村2-1（長谷内・馬形・宗掛）
旧大野村（川上・滝・野形・桂坪・笹岡）
旧東粟倉村（後山・太田・川東・中谷・野原・東
青野・東吉田）
旧豊田村（北原・友野・山口・山外野・大原・猪
臥・海内・平田）
旧巨勢村2-1（巨勢・海田）
旧福山村（万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原）
旧巨勢村2-2（尾谷）
旧河会村（上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮）

全域

注２：振興山村、豪雪、特定農山村、過疎は平成合併前の旧市町村名で指定されています。

旧美川村（上高末・下高末・宇角・内田）

注１：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を除く。

－

旧豊並村（馬桑・関本・小坂・高円・皆木・西
原・行方）

全域

旧弓削町（下弓削・西山寺・松・上弓削・塩之
内・羽出木・全間・仏教寺・下二ヶ・上二ヶ・泰
山寺）

旧倭文西村（北・南・里・中）
旧江与味村2-2（江与味）
旧西川村（西垪和・西川・西川上）

旧富村（大・楠・富仲間・富西谷・富東谷）
旧久田村（久田上原・久田下原・黒木・河内・
土生）
旧泉村（井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養
野）
旧羽出村（羽出・羽出西谷）
旧奥津村（奥津・奥津川西・下齋原・長藤）
旧上齋原村
旧中谷村（入・山城・中谷）

-
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市町村名

岡山市 山上・石妻 杉谷 畑鮎 金山寺 北野 勝尾・小田 東本宮

津山市 加茂町物見 加茂町河井・加茂町山下 加茂町黒木 阿波 奥津川 新野山形 西上 八社

玉野市 石島

笠岡市 高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島

井原市 野上南部 池井 西星田 黒木 宇頭

総社市 延原・宇山

高梁市 山際 柴倉 上野 追田 野呂 遠原 秋ケ迫 楢井

丸岩 陣山 西野呂 割出 中野 坂本 吹屋 小泉

長地 上大竹 高山 布賀 平川 湯野 西山

新見市 花見 井原 千屋 菅生 足見 土橋 赤馬 宇山

松仁子 法曽 大井野 上油野 三室 高瀬 三坂 青木

田淵 大野 荻尾 久保井野 高野川東 上刑部

備前市 大多府 加賀美 都留岐

赤磐市 是里東 是里西 是里中 滝山 中山・戸津野 八島田・暮田 石・平山 合田・中畑

小鎌・石上 中勢実・西勢実

美作市 右手 真殿 梶並 東谷下 東谷上 宗掛 江ノ原 西町

滝 野形 川上 桂坪 田井 後山 中谷 東青野

山外野 海田 日指 角南 白水 万善 国貞 田渕

柿ケ原 梶原 小房 小野 鷺巣 粟井中 宮原 上山

中川 北

真庭市 清谷 曲り・古呂々尾中 後谷 上・岩井畝 高田山上・野・若代畝 見尾・真賀 神代 吉

田原山上・上山 別所・佐引 関上 日野上 杉山・日の乢 藤森 粟谷 立石

三野瀬 種 福井 見明戸 鉄山 阿口 樽見 井殿

和気町 大成 大杉・加賀知田 上田土 南山方・丸山 奥塩田 北山方 塩田 室原

岸野 日笠上 日笠下 木倉 田原上 田原下 本 清水

矢掛町 宇内

新庄村 堂ケ原

鏡野町 近衛 香北 羽出 奥津 上齋原 富

勝央町 上香山

奈義町 皆木

西粟倉村 大茅 坂根 塩谷

久米南町 羽出木 全間 龍山 山手

美咲町 長万寺 金堀 大垪和西 和田北 大垪和東 北 里 中

西川上 垪和 小山 大山 高城 定宗本山 上間

吉備中央町 広面 加茂山 津賀西 三納谷 高富 笹目・千守 納地 黒山

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
　（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地

　辺地地域一覧 （R7.1.20現在）

辺地名 合計　199辺地
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（７）提出書類等一覧

事業所
の名称

事業所
の

所在地

申請者
(開設者)
の名称・
主たる事
務所の所
在地

代表者の
氏名、住
所等

事業所の
建物の構
造、専用
区画等

事業所の
管理者の
氏名、住
所等

運営規程

提供する居
宅療養管理
指導（介護予
防居宅療養
管理指導）の
種類

特別地域
訪問看護
加算

中山間地
域等にお
ける小規
模事業所
加算

医療用麻
薬持続注
射療法加
算

在宅中心
静脈栄養
法加算

LIFEへの
登録

指定（許可）申請書
（別紙様式第一号（一））

○

指定（許可）更新申請書
（別紙様式第一号（二））

○

変更届出書（別紙様式第一号
（五））

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

居宅療養管理指導・介護予防居
宅療養管理指導事業所の指定
等に係る記載事項（付表第一号
（五））

○ ○ ○ ○ ○

○
（変更が
ある場合

添付）

○ ○

申請者（開設者）の登記事項証
明書、条例又は指定管理者協
定書等

○
(法人の
み添付)

△
(法人の
み添付)

○

○
（住所変
更のみの
場合は不

要）

病院の使用許可証、診療所の
使用許可証又は届出書等の写
し

○
（病院又
は診療所
のみ添

付）

△
（病院又
は診療所
のみ添

付）

○
（病院又
は診療所
のみ添

付）

薬局の開設許可証又は申請書
等の写し

○
（薬局の
み添付）

△
（薬局の
み添付）

○
（薬局の
み添付）

資格証等の写し ○ ○

○
（住所変
更のみの
場合は不

要）

○

事業所の位置図 ○ △ ○

事業所の平面図（標準様式３） ○ △ ○ ○ ○

事業所の写真 ○ △ ○ ○

運営規程（参考様式５） ○ △ ○ ○ ○ ○

利用者からの苦情を処理するた
めに講ずる措置の概要（標準様
式５）

○ △

損害賠償の対応可能なことが分
かる書類

○ ○

誓約書
（標準様式６）

○ ○

○
（住所変
更のみの
場合は不

要）

○
（住所変
更のみの
場合は不

要）

指定更新申請に係る書類等省
略に関する申告書

○

社会保険及び労働保険への加
入状況に係る確認票（様式第1
号の2）

○

就任承諾書（参考様式１１）又は
辞令の写し

○
（住所変
更のみの
場合は不

要）

廃止・休止届出書（別紙様式第
一号（七））

○

再開届出書（別紙様式第一号
（六））

○

介護給付費算定に係る体制等
に係る届出書（別紙２）

○ ○ ○ ○ ○

介護給付費算定に係る体制等
状況一覧表
（別紙1-1、1-2）

○ ○ ○ ○ ○

中山間地域等における小規模
事業所加算に関する届出書
（別紙２）

○

体制届

再開
廃止
又は
休止

提出書類
新規
指定
申請

指定
更新
申請

変更届

（注１）指定更新申請欄の△は、既に提出している書類（指定申請、指定更新申請、変更の届出）と変更がない場合には省略可。
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（８） 提出先一覧 令和７年１２月２日現在

*申請書類等は、原則として電子申請届出システムにより申請を行います。やむを得ない事情で電子申請届出システムが利用できない場合は、

 事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課事業者（第一）班へ提出してください。

*岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所については、所在地の市役所担当課へ提出してください。

所在地 管轄する市町村等

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

〒703-8278

岡山市中区古京町１-１-１７

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

〒710-8530

倉敷市羽島１０８３
笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

〒708-0051

津山市椿高下１１４
※R7.6.30～当面の間　一時移転

〒708-0052
津山市田町３１

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

県庁子ども・福祉部

指導監査課

法人・介護事業者班

〒700-8570

岡山市北区内山下２－４－６

みなし指定を受けている事業所
（岡山市、倉敷市、新見市を除く）
の各種届出

〒700-0913

岡山市北区大供３－１－１８
KSB会館４階

　　岡山市
    （みなし指定を受けている事業所を含む）

〒710-8565

 倉敷市西中新田６４０
　　倉敷市
　　（みなし指定を受けている事業所を含む）

〒718-8501

新見市新見310-3
　　新見市
　　（みなし指定を受けている事業所を含む）

担当課
電話番号
FAX番号

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346

岡
山
県

電話 086-226-7917
FAX　086-226-7919

岡山市保健福祉局

事業者指導課

電話 086-212-1013
FAX　086-221-3010

倉敷市保健福祉局

指導監査課

電話 086-426-3297
FAX　086-426-3921

新見市福祉部

福祉課施設指導係

電話 0867-72-6125
FAX　0867-72-1407
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